
都
道
府
県
（
訓

練
生
が
雇
用
保
険

を
受
給
中
の
場
合

は
、
国
）
か
ら
事

業
所
等
へ
委
託
さ

れ
た
事
業
主
が
雇

用
保
険
の
受
給
資

格
者
等
に
対
し
て

職
場
適
応
訓
練

（
※
）
を
実
施
し

た
と
き
、
訓
練
を

実
施
し
た
事
業
主

に
対
し
て
「
職
場

適
応
訓
練
費
」
と

し
て
助
成
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
対
象
事

業
主
と
訓
練
対
象
者
に
つ
い
て
は
、

別
表
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

職
場
適
応
訓
練
の
期
間
に
は
、

一
般
職
場
適
応
訓
練
と
職
場
実
習

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応

じ
て
あ
ら
か
じ
め
国
ま
た
は
都
道

府
県
と
委
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

①
一
般
職
場
適
応
訓
練
：
能
力
に

適
合
す
る
作
業
に
つ
い
て
の
訓
練

を
実
施
し
、
作
業
環
境
に
適
応
さ

せ
る
た
め
に
行
う
訓
練
。

期
間
・
・
・
六
か
月
以
内
（
中
小

企
業
に
お
け
る
訓
練
及
び
重
度
障

害
者
に
係
る
訓
練
は
一
年
以
内
）

②

職
場
実
習
：
実
際
に
従
事
す

る
こ
と
と
な
る
仕
事
を
経
験
す
る

こ
と
で
、
訓
練
者
に
は
就
業
の
自

信
が
生
ま
れ
、
作
業
環
境
に
適
応

す
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
事
業
主

に
は
技
能
の
程
度
や
職
場
へ
の
適

応
性
を
把
握
す
る
こ
と
を
容
易
に

し
た
訓
練
。

期
間
・
・
・
二
週
間
以
内
（
重
度

障
害
者
に
係
る
訓
練
は
四
週
間
以

内
）事

業
主
に
は
、
職
場
適
応
訓
練

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

委
託
費
と
し
て
訓
練
費
を
支
給
し

ま
す
。

①
一
般
職
場
適
応
訓
練
：
訓
練
生

一
人
に
つ
き
月
額
二
万
四
千
円

（
訓
練
生
が
重
度
障
害
者
の
場
合

は
、
二
万
五
千
円
）

②

職
場
実
習
：
訓
練
生
一
人
に

つ
き
日
額
九
百
六
十
円
（
訓
練
生

が
重
度
障
害
者
の
場
合
は
、
千
円
）

訓
練
生
に
は
、
訓
練
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

多
く
の
事
業
所
で
は
、
新
卒
採

用
者
に
入
社
時
研
修
や
ス
キ
ル
形

成
の
た
め
の
社
内
外
研
修
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
途
採
用
者
に
は
人

材
育
成
に
時
間
や
費
用
を
か
け
ず

に
即
戦
力
を
求
め
る
事
業
所
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
特
に
別
表
の
訓
練

対
象
者
に
と
っ
て
は
厳
し
い
雇
用

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

事
前
に
職
業
訓
練
や
職
業
実
習

を
行
な
う
こ
と
で
、
本
人
に
は
ど

の
よ
う
な
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
、
あ
る
い
は
事
業
主
側
に
は
ど

の
よ
う
な
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
が
、
適
切
な
の
か
見
え
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
※
）

・
実
際
の
職
場
で
作
業
に
つ
き
、

訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
作

業
環
境
や
職
場
環
境
に
適
応
す
る

こ
と
が
容
易
に
な
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
職
業
訓
練
で
す
。

・
訓
練
修
了
後
は
、
そ
の
訓
練
を

行
っ
た
事
業
所
に
雇
用
し
て
も
ら

う
こ
と
を
期
待
し
て
実
施
し
ま
す
。
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再
就
職
を
支
援

二
種
類
の
職
場
適
応
訓
練

今
月
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
に
職

業
訓
練
を
行
っ
た
後
雇
用
し
た
事
業
主
へ
支
給

さ
れ
る
給
付
金
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

・職場適応訓練を行う設備的余裕があること

・指導員としての適当な従業員がいること

・原則として、労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に

加入していること

・労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業

条件が整備されていること

・訓練終了後、引き続き訓練生を雇用する見込みがあること

対象事業主

訓
練
や
実
習
の
重
要
性

訓練対象者

次のような求職者で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方

・雇用保険の受給資格者

・身体障害、知的障害、精神障害のある方

・母子家庭の母等

・中高年齢者（45歳以上）等

・中国残留邦人等永住帰国者等の方

《 別表 》



今
回
、
厚
生
労
働
省
が
実
施
し

た
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
以
下
「
パ
ワ
ハ
ラ
」
と
い
い
ま

す
）
に
関
す
る
実
態
調
査
に
関
す

る
報
告
書
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

一
．
調
査
対
象
者
：
全
国
の
正
社

員
三
〇
人
以
上
の
企
業
一
万
七
千

社
（
回
収
率
は
二
七
．
三
％
）

全
国
の
企
業
・
団
体
に
勤
務
す

る
二
〇
歳
か
ら
六
十
四
歳
の
男
女

九
千
名

二
．
主
な
調
査
結
果

①
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
企

業
：
七
三
．
四
%
、
う
ち
、
従
業

員
千
人
以
上
の
企
業
は
九
六
．
六

％
、
従
業
員
九
十
九
人
以
下
の
企

業
は
三
七
．
一
％

②
発
生
状
況
：
過
去
三
年
間
で
の

パ
ワ
ハ
ラ
の
相
談
一
件
以
上
四
五
．

二
%
（
う
ち
、
パ
ワ
ハ
ラ
該
当
事

案
三
二
％
）
、
過
去
三
年
間
に
パ

ワ
ハ
ラ
を
受
け
た
従
業
員
二
五
．

三
%
（
う
ち
、
相
談
な
ど
「
何
も

し
な
か
っ
た
」
四
六
．
七
%
）

当
事
者
：
「
上
司
か
ら
部
下
へ
」
、

「
先
輩
か
ら
後
輩
へ
」
、
「
正
社

員
か
ら
正
社
員
以
外
へ
」
パ
ワ
ハ

ラ
が
発
生
す
る
職
場
の
共
通
の
特

徴
と
し
て
は
「
上
司
と
部
下
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
職

場
」
が
五
一
．
一
％
と
最
多

③
パ
ワ
ハ
ラ
予
防
・
解
決
の
取
組
：

経
営
上
の
課
題
と
し
て
重
要
と

感
じ
て
い
る
企
業
は
八
〇
．
八
％

う
ち
、
実
際
に
取
組
ん
で
い
る
企

業
は
四
五
．
四
%
、
従
業
員
九
十

九
人
以
下
の
企
業
一
八
．
二
%

④
パ
ワ
ハ
ラ
の
減
少
へ
の
課
題
：

「
パ
ワ
ハ
ラ
か
ど
う
か
の
判
断

が
難
し
い
」
七
二
．
七
%

懸
念
さ
れ
る
問
題
：
「
権
利
ば

か
り
主
張
す
る
者
が
増
え
る
」
六

四
．
五
%
、
「
パ
ワ
ハ
ラ
に
該
当

す
る
と
思
え
な
い
よ
う
な
訴
え
・

相
談
が
増
え
る
」
五
六
．
五
%

厚
生
労
働
省
は
、
以
上
の
調
査

結
果
を
踏
ま
え
て
、
パ
ワ
ハ
ラ
の

予
防
・
解
決
へ
の
取
組
に
は
、
次

の
三
点
を
意
識
し
て
進
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

・
企
業
全
体
の
制
度
整
備

・
職
場
環
境
の
改
善

・
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ハ
ラ
へ
の

理
解
促
進

「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
、

「
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
っ

た
言
葉
は
、
そ
う
し
た
行
為
を
受

け
た
人
の
主
観
的
な
判
断
を
含
ん

で
使
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
関
係
の
下

で
行
わ
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な

行
為
が
該
当
す
る
の
か
、
と
い
っ

た
こ
と
も
人
に
よ
っ
て
判
断
が
異

な
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
業
務
上
の
指
導
と
の
線

引
き
が
難
し
い
と
い
っ
た
課
題
も

あ
り
、
取
組
を
困
難
な
も
の
に
し

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
個
人
の
尊
厳
を
否
定

す
る
よ
う
な
言
動
は
、
ど
の
よ
う

な
理
由
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し

て
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
と
は
別
に
「
あ
か
る
い
職
場
応

援
団
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
立
ち

上
げ
て
い
ま
す
。

十
日
（
十
一
日
期
限
）

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

二
十
八
日

○
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況
報

告
の
提
出

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
増
加

は
、
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て

き
た
こ
と
も
一
因
だ
と
唱
え
る
方

も
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
今
月
号
に
掲

載
し
た
報
告
書
を
読
ん
で
、
“
パ

ワ
ハ
ラ
隠
し
”
や
企
業
の
パ
ワ
ハ

ラ
へ
の
無
関
心
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
る
企
業
の
回
答
率
の
低
さ
が
と

て
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

平成25年度の雇用保険料率が決定され、平成24年度の

料率と同率となりました。

料率は、一般の事業1.35％、農林水産・清酒製造の事業

1.55％、建設の事業1.65％で、平成25年４月１日から

適用されます。

来年度雇用保険料率が決定

雇用保険料率

一般の事業
農林水産・
清酒製造業

建設業

失業等給付に係る
保険料率

5/1000

10/1000

13.5/1000

5/1000

6/1000

6/1000

6/1000

6/1000

12/1000 12/1000

3.5/1000 3.5/1000 4.5/1000

15.5/1000 16.5/1000

（うち労働者負担）

（うち事業主負担）

雇用保険二事業
に係る保険料率
（事業主負担）

〈平成25年度雇用保険料率〉

＝
「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る

実
態
調
査
」
報
告
書
よ
り
＝


